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水道施設台帳管理システム導入業務委託公募型プロポーザル実施要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、秩父広域市町村圏組合水道局（以下「本水道局」という。）が保有す

る水道施設の各種情報を電子化し、一元管理することで情報管理の効率化及び職員間の

情報共有を図るため、水道施設台帳管理システム導入業務委託（以下「本業務」という。) 

に最も適した者を選定するための方法として、本業務にかかる公募型プロポーザル（以下

「本プロポーザル」という。）を実施することとし、その手続に必要な事項を定める。 

（本プロポーザルに付する事項）  

第２条 本プロポーザルに付する事項は、次のとおりとする。  

(1) 業 務 名 水道施設台帳管理システム導入業務委託 

(2) 業務箇所  本水道局が保有する水道施設  

(3) 業務期間 契約の締結日から令和４年８月３１日まで  

(4) 業務概要 水道施設台帳管理システム導入業務委託要求水準書（以下「要求水準書」

という。）のとおり  

(5) 提案価格上限金額 金６２，０００，０００円（税込） 

２ 前項第５号の金額は、本業務にかかるシステム構築に係る全ての費用（以下「システム

構築費用」という。）を含むものとし、次年度以降のサービスの費用や保守費用等に係る

費用は含まない。ただし、導入後１０年間のシステム運用にかかるランニング費用は、別

に積算すること。 

（事業者の参加資格要件） 

第３条 本プロポーザルに参加できる事業者は、次の要件を全て満たすものとする。 

 (1) 平成３１・３２年度秩父広域市町村圏組合入札参加資格審査申請業者に登録され、

かつ、「物品・役務（電算業務・システム開発）」に登録があること。 

 (2) ＩＳＯ２７００１の認証を受けていること。 

 (3) 平成３０年４月以降に、水道事業体によるアセットマネジメント若しくはミクロマ

ネジメントに必要な施設台帳システムの構築を元請として実施した実績があるもの。

ただし、現在構築中のものは実績に含めない。 

２ 本プロポーザルに応募する事業者は、次のいずれにも該当しない者とする。  

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４規定に該当する者 

(2) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続開始の申立てがなさ

れている者 

(3) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされ

ている者 

(4) 秩父広域市町村圏組合建設工事等工事指名業者選定規程（令和２年秩父広域市町村

圏組合告示第１２号）に基づく指名停止期間の者 

(5) 秩父広域市町村圏組合の契約に係る暴力団排除措置要綱（令和２年秩父広域市町村

圏組合訓令第４号）に基づく指名除外期間の者 

 



 

 

 

（実施日程） 

第４条 本プロポーザルの実施日程は次のとおりとする。 

内容 日程 

プロポーザル実施要領告示 令和２年１２月７日(月) 

質問の受付期間 令和２年１２月８日(火)～１２月１５日(火) 

質問に対する回答 令和２年１２月１６日(水) 

参加表明書の受付期間  令和２年１２月８日(火)～１２月１８日(金)  

第１次審査 令和２年１２月２１日(月)～１２月２４日(木) 

第１次審査結果通知 令和２年１２月２５日(金) 

技術提案書提出の受付期間 令和２年１２月２８日(月)～令和３年１月２９日(金) 

現地調査及び資料閲覧期間 令和３年１月１２日(火)～１３日(水) 

第２次審査 令和３年２月１日(月)～２月１９日(金) 

第２次審査結果通知 令和３年２月２２日(月) 

プレゼンテーション実施 令和３年３月３日(水) 

最終審査 令和３年３月３日(水)～３月１７日(水) 

最終審査結果通知及び公表 令和３年３月１８日(木) 

（質問の受付及び回答）  

第５条 本プロポーザルに関して疑義がある場合は、次のとおり質問書（様式１）により行

うものとする。  

(1) 受付期間は、令和２年１２月８日（火）午前１０時から令和２年１２月１５日（火）

午後４時まで（必着）とする。  

(2) 質問書の提出方法は、水道局浄水課（以下「事務局」という。）へ電子メールによる

送付又は持参とする。 

(3) 回答は、令和２年１２月１６日（水）午後４時までに、本組合水道局ホームページ

に掲載する。 

（参加表明）  

第６条 プロポーザルによる技術提案に参加を希望する者（以下「参加表明者」という。）

は、水道施設台帳管理システム導入業務委託公募型プロポーザル参加表明書（様式２）と

添付書類を次のとおり提出するものとする。 

(1) 提出期限 令和２年１２月１８日（金）午後４時まで（必着） 

(2) 提出部数 １部 

(3) 提出方法 持参又は郵送 

(4) 提 出 先 事務局 

（第１次審査） 

第７条 事務局は、参加表明者から提出された書類を別に定める水道施設台帳管理システ

ム導入業務委託公募型プロポーザル審査要領（以下「審査要領」という。）により審査し、

技術提案を依頼する事業者（以下「提案事業者」という。）を決定する。  



 

 

 

２ 提案事業者には、電子メールにより通知する。 

（現地調査及び資料閲覧） 

第８条 提案事業者から希望があった場合は、次のとおり現地調査及び資料閲覧を実施す

る。 

(1) 実施日時 令和３年１月１２日(火)～１３日(水)午前９時～午後４時（要事前予約） 

(2) 現地調査及び資料閲覧 １者につき１回とし、来庁は４名まで 

(3) 現地調査及び資料閲覧にかかる経費 参加者がすべて負担 

（技術提案書の提出）  

第９条 提案事業者は、水道施設台帳管理システム導入業務委託公募型プロポーザル提案

書（様式５、以下「提案書」という。）を提出するものとする。  

２ 技術提案書は、別冊である本業務の要求水準書に記載する事項を満たすことを必須と

し、別に定める水道施設台帳管理システム導入業務技術提案書・提案見積書作成要領に示

した内容により作成するものとする。  

３ 提出書類は、次のとおりとする。  

(1) 提案書（様式５） 正本１部  

(2) 技術提案書 正本１部 副本１９部（電子データ（ＣＤ－ＲＯＭ）１部） 

(3) 提案見積書（様式６） 正本１部 副本１９部 

(4) システム構築費内訳書（様式７） 正本１部 副本１９部 

(5) 水道施設台帳管理システムに係るランニング費用（様式８） 正本１部 副本１９

部 

４ 提出先は、事務局へ持参するものとする。 

 （第２次審査） 

第１０条 前条により提案事業者から提出された書類は、水道施設台帳管理システム導入

業務委託プロポーザル選定委員会（以下「選定委員会」という。）において審査要領によ

り審査し、提案事業者（以下「最終提案事業者」という。）を選定し決定する。 

２ 最終提案事業者には、電子メールにより通知する。 

（プレゼンテーションの実施）  

第１１条 本水道局は、最終提案事業者によるプレゼンテーションを次のとおり実施する。  

(1) 実 施 日 令和３年３月３日（水）  

(2) 実施場所 秩父広域市町村圏組合クリーンセンター３階大会議室 

(3) 提案事業者の参加者数 ５名以内  

(4) プレゼンテーション時間 ７０分以内（詳細は次のとおり）  

ア  機器等の準備 １０分  

イ  プレゼンテーション及びデモンストレーション ４０分  

ウ  質疑応答 １０分  

エ  機器等の撤去 １０分  

(5) プレゼンテーション実施にかかる持込機材は、全て最終提案事業者が準備する。（パ

ソコンは、ＨＤＭＩ端子を内蔵したものを準備すること。）ただし、スクリーンとプ



 

 

 

ロジェクタ―については、本水道局が準備する。  

(6) プレゼンテーションの順番は、技術提案書の受付順とする。  

(7) 最終提案事業者は、プレゼンテーション実施にあたり、次の事項に注意しなければ

ならない。  

ア 提出した技術提案書の内容について説明すること。なお、「技術提案書」を要約

した資料で説明することは認めるが、同内容と相違しないよう留意すること。  

イ デモンストレーションは、要求水準書に記載しているシステム機能について、パ

ソコンやタブレット等の操作性、画面表示(画面レイアウト等)について実演するこ

と。 

ウ 本水道局は、提案内容を正確に記録するため、録音及び録画を行う。ただし、記

録したものは、審査以外には使用しない。 

（最終審査）  

第１２条 選定委員会は、最終提案事業者から提出された書類及びプレゼンテーションの

内容について審査要領により審査する。  

２ 選定委員会は、審査の結果、総合評価点が最高点の者を受託候補者とし、総合評価点が

次に高い者を準受託候補者として文書により通知する。  

３ 優先交渉権が与えられなかった者に対しては、その旨を電子メールにより通知する。  

４ 選定結果にかかる異議申し立ては、受け付けない。 

 （結果の公表） 

第１３条 前条により決定した結果は、本組合水道局ホームページに掲載し公表する。 

（契約の締結等）  

第１４条 本水道局は、第１２条第２項の受託候補者を優先交渉権者として、水道施設台帳

管理システム導入業務委託の契約交渉を行う。契約交渉の結果、合意に至らなかったとき

は、準受託候補者と契約交渉を行う。  

２ 本業務にかかる内容の詳細については、技術提案の内容を基本とし、本組合と受託候補

者が協議して決定する。また、本業務の目的達成に必要と認められる場合には、本組合と

受託候補者との協議により、提案内容を一部変更したうえで業務委託仕様書を作成する

ものとする。これにより受託候補者との協議が整わなかった場合には、準受託候補者と協

議を行う。 

３ 選定後、応募者の資格要件を満たさなくなった場合、業務取組体制が著しく変わった場

合は、受託候補者としての資格を取り消す。 

４ 契約方法は、秩父広域市町村圏組合契約規則（令和２年秩父広域市町村圏組合規則第６

号）に定める随意契約の手続により契約を締結する。なお、本業務に係る委託料上限額は、

第２条第５号の規定の金額であり、提案できる見積額はこの範囲内とする。追加や別途の

費用が生じないよう、契約条件を相互確認のうえ、慎重に見積額を提示すること。 

（その他）  

第１５条 その他の事項は次のとおりとする。  

(1) 本プロポーザルで用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は計量法（平成４年法



 

 

 

律第５１号）による。  

(2) 本水道局が提供する非公表の資料等は、本プロポーザルにかかる目的以外で使用す

ることを禁止する。  

(3) 本水道局は、参加表明者及び提案事業者から提出された書類等は、本プロポーザル

に係る目的以外には使用しない。なお、提出された書類は、返却しない。  

(4) 本プロポーザルに関して必要な費用は、全て参加表明者及び提案事業者の負担とす

る。  

(5) 本プロポーザルにおいて、提案事業者が１者のみの場合でも、審査・評価は実施す

るが、評価が別に定める基準得点に達しない場合は、受託候補者として選定しない。 

(事務局)  

第１６条 本プロポーザルの事務局は、次のとおりとする。  

秩父広域市町村圏組合水道局浄水課  

住 所：〒３６８－００５４ 埼玉県秩父市別所５３８番地 

電 話：０４９４－２５－５２２１ (お客様サービスセンター経由)   

ＦＡＸ：０４９４－２３－６４４４ 

メールアドレス：jousui@union.chichibukouiki.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


